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★『学習指導要領』における教科等での取り扱いについて★ 
◆社会 第 3 の 1 の(2)  

学校図書館や公共図書館、コンピュータなどを利用して、資料の収集・活用・整理などを行うようにすること。 
◆算数 第 3 の 2 の(5)  

数量や図形についての感覚を豊かにしたり、表やグラフを用いて表現する力を高めたりするなどのため、必要な場面に

おいてコンピュータなどを適切に活用すること。 
◆理科 第 3 の 2 の(1)  
  観察、実験、栽培、飼育及びものづくりの指導については、指導内容に応じてコンピュータ、視聴覚機器などを適切に 
活用できるようにすること。 

◆総合的な学習の時間 第 3 の 2 の(8) 
  問題の解決や探究活動に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響

を考えたりするなどの学習活動がおこなわれるようにすること。 
◆道徳 第 3 の 2 の(5) 
  児童の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意すること。 

低 学 年 中 学 年 高 学 年 

①コンピュータや図書室の本などを

活用し、必要な情報を進んで調べた

り、紙面やお絵かきソフトを使って 

表現したりできる。 

②コンピュータやデジタルカメラな

どの情報機器に慣れ親しみ、生活や 

学習の道具として使うことができる。 

③身の回りの情報には間違った情報

やうその情報があることや、電話番 

号などの個人情報が悪用される危険

性があることを知り、ユーザー名や 

パスワードを使ってコンピュータを

利用する習慣を身に付けたり、自分 

や他人の個人情報を大切にしたりで

きる。 

①インターネットや図書室の本などを

活用し、必要な情報を進んで調べたり、

ワープロソフトを使って表現したり交

流したりできる。 

②コンピュータやインターネットを、 

生活や学習の道具として使い、それに 

よって得られる情報を正しく理解する

ことができる。 

③セキュリティの必要性、自己管理の 

重要性、インターネットの利用などに 

潜む危険などを理解するとともに、個 

人情報の保護や著作権の尊重への配慮

が必要なことを理解する。 

 

①様々な情報手段を活用し、必要な情

報を進んで調べたり、目的に応じて、

様々な基本ソフトや周辺機器を使った

りして、適切に表現できる。 

②コンピュータやインターネットの特

性を理解し、生活や学習活動において、

得た情報を正しく活用することができ

る。 

③ネット社会の光と影への理解を深め

るとともに、電子メール・掲示板等の

利用を通して、人権や著作権などの尊

重が重要であることを理解し、適切な

情報モラルを身に付ける。 

 

日本国憲法 
教育基本法 
福井県・小浜市教育方針 
その他関係法令 

 学校教育目標 

内外海に誇りを持ち、未来へ大きな志を持つ子 

 

          

 

児童の実態 
児童の願い 
地域の方々や保護者

の願い 

共に学び合い 志を持つ子・仲間とつながり合う子・たくましい心と体をつくる子 

めざす児童像 

目 標 
コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用し、意欲的に思いを発信する子どもの育成 

児童に身につけさせたい力 

○情報機器を用いて、学習に必要な情報を収集・整理する力  

○情報機器を用いて、自分の思いを発信できる力 

○情報モラル 

情報手段を活用して 

内外海の元気を発信 


